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 室蘭市公告第２４２号 
 

 

公募型プロポーザル方式による企画提案書の募集を行うので、下記のとおり公告する。 

 

 

平成２６年９月２９日 

 

室蘭市長  青 山  剛 

 

 

記 

 

１．担当部局  

〒051-8511 室蘭市幸町１番２号 担当：室蘭市役所 経済部 産業振興課(環境産業・エネルギー) 

電話：0143-25-2704 FAX：0143-25-2478 e-mail：kohgyo@city.muroran.lg.jp  

 

２．業務内容  

（１）業 務 名：産業廃棄物の高度利用・処理関係国際会議等誘致可能性調査業務 

（２）業務内容：別紙「仕様書」のとおり  

（３）履行期間：契約締結日から平成２７年２月２７日まで  

 

３．参加資格  

（１）室蘭市内に本店を有するもの 

（２）本業務と類似する業務において、完了した実績を有すること 

 類似の業務：官公庁発注の調査・企画や催事等の企画・運営 

（３）団体またはその代表者が次の者に該当しないこと 

 ア 契約を締結する能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

  ウ 地方自冶法施行令第１６７条の４の競争入札参加排除の規定に該当する者 

  エ 公告の日から審査日のいずれかの日に、室蘭市入札参加資格指名停止等措置要領の規定に基づ

く指名停止の措置を受けている者 

  オ 地方自冶法第２４４条の２第１１項（指名管理者の指定の取り消し・停止）の規定による取り

消しを受けたことがある者 

  カ 会社更生法による更生手続開始前の申立てがなされている者または民事再生法による再生手

続開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全である者（更生手続きまたは再生手

続きの開始後、室蘭市からの再認定を受けている者を除く） 

  キ 室蘭市税（団体等賦課の市税）を滞納している者 

  ク 国税（消費税及び地方消費税）を滞納している者 

  ケ 都道府県公安委員会が指定する暴力団または暴力団連合体の構成員を役員（法人格を有しない

場合は代表者）並びに支配人及び営業所等の代表者として使用している者  

 

４．実施要領等の配布期間及び方法  

（１）交付期間：平成２６年１０月７日（火）午後５時１５分まで  

（２）交付方法：「１．担当部局」にて配布するほか、室蘭市ホームページにてダウンロードできる。  
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５．参加表明書の提出  

（１）提出期限：平成２６年１０月７日（火）午後５時１５分まで  

（２）提出場所：「１．担当部局」に同じ  

（３）提出方法：持参または郵送とする。（当日必着、電子メールまたはＦＡＸによるものは受け付け

ない） 

  

６．企画提案書の提出  

（１）提出期限：平成２６年１０月１０日（金）午後５時１５分まで  

（２）提出場所：「１．担当部局」に同じ  

（３）提出部数：１０部（正本１部、副本９部）  

（４）提出方法：持参または郵送とする。（当日必着、電子メールまたはＦＡＸによるものは受け付け

ない）   

 

７．業務説明会の実施 

（１）実施日時：平成２６年１０月３日（金） 午後２時 

（２）実施場所：室蘭市役所本庁舎経済部会議室 

（３）参加受付：説明会に参加を希望する者は、１０月２日（木）午後５時１５分までに、説明会参加申込

書（様式７）に必要事項を記載のうえ、電子メールまたはＦＡＸで提出すること。 

（４）申 込 先：「１．担当部局」に同じ 

 

８．質問の受付 

（１）受付期限：平成２６年１０月６日（月） 午後５時１５分まで 

（２）受付場所：「１．担当部局」に同じ 

（３）受付方法：質問書（様式８）に記載のうえ、電子メールまたはＦＡＸで提出すること。 

（４）回答方法：質問者に、電子メールまたはＦＡＸで回答するとともに、室蘭市産業振興課ホームページ

上に当該回答内容を速やかに公表する。 

（５）提出先：「１．担当部局」に同じ 

 

９．企画提案書に関するヒアリングの実施 

（１）実 施 日：平成２６年１０月１４日（火）午前１０時から 

（２）実施場所：室蘭市役所本庁舎 ２階３号会議室 

（３）そ の 他：提案者別のヒアリング時間や会場等の詳細は、応募者に別途通知する。 

 

10．公募の中止 

企画提案書の提出までの間にやむを得ない事由のため、入札を延期又は中止することがある。 

なお、中止となった場合でも、申請書等の作成費用は申請者の負担とする。 

 

11．委託上限価格    ２,６８９，２００円（消費税及び地方消費税を含む額） 

この金額を上回る提案をしてきた者は、本プロポーザルに参加できないので留意すること。 

 

12．選定方法 

室蘭市が設置する選定委員会が、企画提案書を評価、採点し、最も得点の高かった事業者を優先交渉権

者とする。 

 

13．結果通知 

選定結果は、企画提案書提出者全員に文書で通知する。 
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14．その他 

詳細については、実施要領による。 

（参考：スケジュール）  

実施内容 実施期間または期日等 

説明会 平成２６年１０月３日（金）午後２時 

質問の受付 平成２６年１０月６日（月）午後５時１５分まで 

実施要領等の交付 

参加表明書の提出 
平成２６年１０月７日（火）午後５時１５分まで 

企画提案書の提出 平成２６年１０月１０日（金）午後５時１５分まで 

ヒアリング（選定委員会） 平成２６年１０月１４日（火）午前１０時 

選定結果の通知 

契約締結 
平成２６年１０月中旬 

 


